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乙第45号議案 

佐賀県税条例の一部を改正する条例（案） 
   佐賀県税条例（昭和30年佐賀県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 
（土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務
の免除等） 

（土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義
務の免除等） 

第 66条の６ 知事は、土地改良区が土地改良法第 53条の３第１項又
は第 53 条の３の２第１項の規定により換地計画において定められ
た換地（施行令第 39 条の７の２で定めるものに限る。）を取得した
場合において、当該換地をその取得の日から２年以内に譲渡したと
きは、当該土地改良区の申請により当該土地改良区による当該換地
の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を
免除する。 
２ 略 

第 66 条の６ 知事は、土地改良区が土地改良法第 53 条の３第１項又
は第 53 条の３の２第１項の規定により換地計画において定められ
た換地（施行令第 39 条の７で定めるものに限る。）を取得した場合
において、当該換地をその取得の日から２年以内に譲渡したときは、
当該土地改良区の申請により当該土地改良区による当該換地の取得
に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除す
る。 
２ 略 
 

  
     附 則 
   この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
     理 由 
   県民税の法人税割の税率の特例を延長する等のため、佐賀県税条例の一部を改正する必要がある。 
   これが、この条例案を提出する理由である。 

    平成 23年９月６日提出 

                              佐賀県知事  古  川     康    



 
佐賀県条例第 号 
佐賀県税条例の一部を改正する条例（案） 

   佐賀県税条例（昭和30年佐賀県条例第23号）の一部を次のように改正する。 
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 
（土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務
の免除等） 

（土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義
務の免除等） 

第 66条の６ 知事は、土地改良区が土地改良法第53条の３第１項又
は第 53 条の３の２第１項の規定により換地計画において定められ
た換地（施行令第 39 条の７の２で定めるものに限る。）を取得した
場合において、当該換地をその取得の日から２年以内に譲渡したと
きは、当該土地改良区の申請により当該土地改良区による当該換地
の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を
免除する。 
２ 略 

第 66 条の６ 知事は、土地改良区が土地改良法第 53 条の３第１項又
は第 53 条の３の２第１項の規定により換地計画において定められ
た換地（施行令第 39 条の７で定めるものに限る。）を取得した場合
において、当該換地をその取得の日から２年以内に譲渡したときは、
当該土地改良区の申請により当該土地改良区による当該換地の取得
に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除す
る。 
２ 略 
 

  
     附 則 
   この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
     理 由 
   県民税の法人税割の税率の特例を延長する等のため、佐賀県税条例の一部を改正する必要がある。 
   これが、この条例案を提出する理由である。 
    平成23年 月 日提出 
                                              佐賀県知事  古  川     康    
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